
お客様各位 

西暦 2023 年 5 月 26 日 株式会社万代 

平素より万代をご利用いただき誠にありがとうございます。 

西暦 2023 年 6 月 1 日（木）より、「mandai pay」電子マネーサービス約款を一部改定いたします。 

以下変更内容についてご確認ください。 

 

■「mandai pay」電子マネーサービス約款 

変更箇所 変更前 変更後 （変更箇所は下線にて表示） 

16．制限責任 8．「mandai pay」サービスの利用ができない場合に定める理由およびその他の理由により、会員が

「mandai pay」サービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当

社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過

失による場合を除きます。なお、当社の故意または重過失がある場合でも、逸失利益について

は、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。 

8．「mandai pay」サービスの利用ができない場合に定める理由およびその他の理由により、会員が

「mandai pay」サービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当

社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。ただし、

当社の軽過失により、会員に対して債務不履行または不法行為に基づき損害賠償責任を負う場合

においてはこの限りではなく、会員に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限

り損害賠償責任を負うこととし、かつ、当該損害または10万円のいずれか低い額をその上限とし

ます。 

改定日：西暦２０２３年６月１日 


